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議案第58号 

 

幕別町辺地総合整備計画の策定について 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律（昭和37年法律第88号）第３条第１項の規定により、駒畠、中里、新和及

び明倫辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり策定する。 
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別  紙 

総合整備計画書 

 
                   北 海 道  幕 別 町  駒 畠 辺 地 

                  （辺地の人口 195人、面積 39.7k㎡） 
１．辺地の概況 
⑴ 辺地を構成する町村又は字の名称 

中川郡幕別町字駒畠、字弘和 
 
⑵ 地域の中心の位置 

中川郡幕別町字駒畠 514番地７ 
 
⑶ 辺地度点数   291点 

 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

通 学 施 設～ 
 

当辺地の遠距離通学児童・生徒の登下校の安全確保のた
め、車両の老朽化が著しいスクールバスの更新を必要とする
ものです。 

 
飲用水供給施設～ 施設等の老朽化により機能低下が見られるほか、浄水場に

非常用発電機を有しておらず、災害時の対応に支障をきたし
ていることから、農業経営及び生活に必要な用水を安定的に
確保し、営農環境及び生活環境の改善を図るため、当辺地で
単独営農用水事業による浄水場、配水池、送水管路及び配水
管路の整備等を必要とするものです。 
また、浄化センターで遠方監視を行っている簡易水道の中

央監視システムは構築から年数が経過し、機器の老朽化が著
しいことから、現在３系統で運用している本システムを統合
し更新することにより、当辺地における監視不具合による事
故を未然に防止するものです。 

 
経営近代化施設～ 排水不良や経年劣化による生産性の低下を改善し、良質粗

飼料の確保及び飼料自給率の向上を図るため、当辺地で草地
の基盤整備を必要とするものです。 
また、国営土地改良事業の町負担分のうち、地方財政措置

対象分を繰上償還することにより、将来の負担軽減を図り、
効率的で円滑な財政運営を進めるものです。 

 
３．公共的施設の整備計画   令和４年度から 令和８年度までの ５年間 

（単位：千円） 

  区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

通 学 施 設 

（スクールバス更新事業） 
幕 別 町 

22,700 3,770 18,930 18,900 

飲 用 水 供 給 施 設  

（駒畠簡易水道整備事業） 
北  海  道 

764,220 518,012 246,208 122,900 

飲 用 水 供 給 施 設  

（中央監視システム統合事業） 
幕 別 町 

15,123 0 15,123 7,500 
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経 営 近 代 化 施 設  

（幕別地区公社営草地整備事業） 

公益財団法人 

北海道農業公社 175,262 112,168 63,094 10,500 

経 営 近 代 化 施 設  

（札内川地区国営土地改良事業） 
幕 別 町 

14,595 0 14,595 13,000 

合計 
991,900 633,950 357,950 172,800 
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別  紙 

総合整備計画書 

 
                   北 海 道  幕 別 町  中 里 辺 地 

                  （辺地の人口 78人、面積 19.6k㎡） 
１．辺地の概況 
⑴ 辺地を構成する町村又は字の名称 

中川郡幕別町字中里 
 
⑵ 地域の中心の位置 

中川郡幕別町字中里 124番地 
 
⑶ 辺地度点数   245点 

 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

飲用水供給施設～ 老朽化が著しい配水管路での漏水等の事故を防止すると
ともに、農業経営及び生活に必要な用水を安定的に確保し、
営農環境及び生活環境の改善を図るため、当辺地で単独営農
用水事業による配水管路の整備等を必要とするものです。 

 
経営近代化施設～ 排水不良や経年劣化による生産性の低下を改善し、良質粗

飼料の確保及び飼料自給率の向上を図るため、当辺地で草地
の基盤整備を必要とするものです。 
また、国営土地改良事業の町負担分のうち、地方財政措置

対象分を繰上償還することにより、将来の負担軽減を図り、
効率的で円滑な財政運営を進めるものです。 

 
３．公共的施設の整備計画   令和４年度から 令和８年度までの ５年間 

（単位：千円） 

  区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

飲 用 水 供 給 施 設  

（駒畠簡易水道整備事業） 
北  海  道 

37,180 22,765 14,415 7,200 

経 営 近 代 化 施 設  

（幕別地区公社営草地整備事業） 

公益財団法人 

北海道農業公社 21,844 13,979 7,865 1,300 

経 営 近 代 化 施 設  

（札内川地区国営土地改良事業） 
幕 別 町 

6,250 0 6,250 5,600 

合計 65,274 36,744 28,530 14,100 
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別  紙 

総合整備計画書 

 
                   北 海 道  幕 別 町  新 和 辺 地 

                  （辺地の人口 90人、面積 22.3k㎡） 
１．辺地の概況 
⑴ 辺地を構成する町村又は字の名称 

中川郡幕別町字新和 
 
⑵ 地域の中心の位置 

中川郡幕別町字新和 162番地465 
 
⑶ 辺地度点数   228点 

 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

交 通 道 路～ 本地域に架かる橋梁は、設置からの年数が経過し、老朽化
して危険な状態にあることから、新和地区住民が安心して通
行できるように、幕別町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、整
備を必要とするものです。 

 
飲用水供給施設～ 耐用年数が経過するなど、老朽化した機器等を計画的に更

新することにより、農業経営及び生活に必要な用水を安定的
に確保し、営農環境及び生活環境の改善を図るものです。 
また、浄化センターで遠方監視を行っている簡易水道の中

央監視システムは構築から年数が経過し、機器の老朽化が著
しいことから、現在３系統で運用している本システムを統合
し更新することにより、当辺地における監視不具合による事
故を未然に防止するものです。 

 
経営近代化施設～ 排水不良や経年劣化による生産性の低下を改善し、良質粗

飼料の確保及び飼料自給率の向上を図るため、当辺地で草地
の基盤整備を必要とするものです。 

 
３．公共的施設の整備計画   令和４年度から 令和８年度までの ５年間 

（単位：千円） 

  区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

交 通 道 路 

（橋梁長寿命化修繕事業） 
幕 別 町 

25,000 15,000 10,000 10,000 

飲 用 水 供 給 施 設  

（新和簡易水道整備事業 ） 
幕 別 町 

2,800 0 2,800 1,400 

飲 用 水 供 給 施 設  

（中央監視システム統合事業） 
幕 別 町 

6,561 0 6,561 3,200 

経 営 近 代 化 施 設  

（幕別地区公社営草地整備事業） 

公益財団法人 

北海道農業公社 16,358 10,471 5,887 1,000 

合計 50,719 25,471 25,248 15,600 
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別  紙 

総合整備計画書 

 
                   北 海 道  幕 別 町  明 倫 辺 地 

                  （辺地の人口 141人、面積 19.0k㎡） 
１．辺地の概況 
⑴ 辺地を構成する町村又は字の名称 

中川郡幕別町字明倫 
 
⑵ 地域の中心の位置 

中川郡幕別町字明倫 78番地２ 
 
⑶ 辺地度点数   219点 

 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 

経営近代化施設～ 排水不良や経年劣化による生産性の低下を改善し、良質粗
飼料の確保及び飼料自給率の向上を図るため、当辺地で草地
の基盤整備を必要とするものです。 

 
３．公共的施設の整備計画   令和４年度から 令和８年度までの ５年間 

（単位：千円） 

  区分 
事業費 

財源内訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

経 営 近 代 化 施 設  

（幕別地区公社営草地整備事業） 

公益財団法人 

北海道農業公社 12,654 8,097 4,557 700 

合計 12,654 8,097 4,557 700 

 

 


